
公 告 
 このたび、県営土地改良事業（老朽ため池等整備事業 三ツ川池地区）の施行申請
にあたり、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８５条第２項の規定に基づ
き、別紙県営土地改良事業計画概要書（老朽ため池等整備事業 三ツ川池地区）とと
もにこの旨を公告します。 
 なお、同地区内において、土地改良法第３条第１項第２号又は第４号の規定による
申出をしようとする者は、令和８年４月３０日まで同法施行規則第２条第１項又は第
３条第１項の申出書を新城市農業委員会に提出してください。 
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